
 

 

 

 

生 駒 の 市 民 自 治 を 考 え る シ ン ポ ジ ウ ム Ⅱ   

 

テ ー マ 「 市 民 参 加 に よ る 新 し い 生 駒 の 市 民 自 治 を 考 え る  

     － 自 治 基 本 条 例 を め ぐ っ て － 」  

 

 

 

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 ８ 日 （ 土 ）  

午 後 １ ： ３ ０ ～ ４ ： ３ ０  

生 駒 市 中 央 公 民 館 サ ン ホ ー ル  

 

 

主    催  ： 生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会  

共    催  ： 生 駒 市 、 生 駒 市 教 育 委 員 会  

後    援  ： 生 駒 市 議 会 、 生 駒 市 自 治 連 合 会  

生 駒 市 社 会 福 祉 協 議 会 、 生 駒 市 生 涯 学 習 推 進 連 絡 会  

運 営 協 力  ： 市 内 の NPO 法 人  



 

 

生 駒 の 市 民 自 治 を 考 え る シ ン ポ ジ ウ ム Ⅱ  

   

現 在 、 生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 で は 将 来 の 条 例 化 を 視 野 に 入 れ た 市

民 自 治 基 本 構 想 の 策 定 を 目 指 し て い ま す 。 

 こ の 市 民 自 治 基 本 構 想 は 、 市 民 一 人 ひ と り が ま ち の こ と を 考 え 、 ま ち

づ く り 活 動 や 市 政 に も っ と 参 画 し 、 市 民 と 行 政 と の 協 働 の あ り 方 を 定 め

る も の で す の で 、 皆 さ ん の 理 解 を 得 な が ら 取 り 組 ん で い く こ と が 重 要 と

考 え ま す 。  

そ の た め 、 検 討 委 員 会 で は 市 民 自 治 基 本 構 想 の 取 り 組 み 状 況 の 報 告 を

行 い 、 多 く の 市 民 の 皆 さ ん の ご 意 見 ・ ご 提 案 を 伺 う た め の シ ン ポ ジ ウ ム

を 開 催 し ま す 。  

 

 

【 プ ロ グ ラ ム 】  

 

受 付       午 後 １ 時 ０ ０ 分  

 

開 会       午 後 １ 時 ３ ０ 分  

 

開 会 行 事  午 後 1 時 ３ ０ 分  

      あ い さ つ   生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会   

             委 員 長  中 川  幾 郎 氏  

                        生 駒 市 長  山 下  真 氏  

            生 駒 市 議 会 議 長  井 上  充 生 氏  

 

基 調 講 演   午 後 1 時 40 分   

演     題  「 自 治 基 本 条 例 の 制 定 に 向 け て 」  

         講     師   澤 井  勝 氏  

（ 奈 良 女 子 大 学 名 誉 教 授 、 生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 副 委 員 長 ） 

 

休     憩   午 後 2 時 20 分  



 

 

パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン  午 後 2 時 35 分  

「 テ ー マ ： 検 討 委 員 会 の 取 り 組 み と 今 後 の 抱 負 」  

   

     ＜ パ ネ リ ス ト ＞  

        生 駒 市 長                     山 下  真 氏  

生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 （ 広 報 広 聴 部 会 ）    橋 本  亨 氏  

        生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 （ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 部 会 ）  

                           日 髙  容 子 氏  

        生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 （ 調 査 部 会 ）      入 口  嘉 憲 氏  

        

 ＜ コ メ ン テ ー タ ー ＞  

    生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 副 委 員 長 (調 査 部 会 長 )  澤 井  勝 氏  

    生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 (広 報 広 聴 部 会 長 )  野 口  晴 利 氏  

 

＜ コ ー デ ィ ネ ー タ ー ＞   

        生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 長 (地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 部 会 長 ) 

 中 川  幾 郎 氏  

 

閉 会 の 言 葉  午 後 4 時 30 分  

    生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 副 委 員 長 (地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 部 会 ) 

                            上 埜  作 治 氏  



 

 

基  調  講  演  

 

「 自 治 基 本 条 例 の 制 定 に 向 け て 」  

 

は じ め に  

 

１ ． 市 民 自 治 、 住 民 自 治 と い う こ と  

 も と も と の か た ち は 、 地 域 の 住 民 が 自 分 た ち の 地 域 を 暮 ら し や す く す る 仕 事 を

共 同 で す る こ と だ っ た 。 た と え ば 、 用 水 や 川 の 管 理 （ 草 刈 、 清 掃 、 取 り 入 れ 口 の

修 繕 な ど ）、道 普 請 、そ し て 地 域 の 子 ど も た ち の 寺 子 屋 や 学 校 作 り（ 学 校 林 は 今 で

も あ る ）。  

 そ の た め の 労 力 は 義 務 的 に 各 家 庭 が 供 出 し た 。 そ の 底 に は ユ イ が あ る 。 岐 阜 県

の 白 川 郷 に は か や ぶ き 屋 根 の 葺 き 替 え の ユ イ が 健 在 あ る 。 ま た 、 講 （ な ら ま ち の

庚 申 講 な ど ） の よ う に 少 し ず つ お 金 と 労 力 を 出 し 合 う 仕 組 み も あ る 。 基 本 的 に は

自 前 で 、 自 分 た ち の 地 域 の 問 題 を 解 決 す る た め の 仕 事 や そ の た め の つ な が り が 住

民 自 治 だ っ た 。  

 

２ ． 憲 法 92 条 で 、 地 方 自 治 体 の 組 織 と 運 営 に 関 す る 法 律 は 「 地 方 自 治 の 本 旨 」

に 基 づ い て つ く ら れ 運 用 さ れ る べ し と 書 か れ て い る 。 こ の ｢地 方 自 治 の 本 旨 ｣は ふ

た つ あ る と さ れ て い る 。 ひ と つ は 「 団 体 自 治 」 で 、 自 治 団 体 は 国 か ら 「 独 立 」 し

て い る 、 自 治 が 保 障 さ れ て い る こ と を 言 う 。 平 成 12 年 の 地 方 分 権 一 括 法 と 改 正

地 方 自 治 法 で 明 治 以 来 の 機 関 委 任 事 務 制 度 が 廃 止 さ れ 、 こ の 「 団 体 自 治 」 は 強 め

ら れ た 。 い ま や 国 と 都 道 府 県 、 国 と 市 町 村 、 そ し て 都 道 府 県 と 市 町 村 は 、 法 律 的

に は 「 対 等 」 で 「 平 等 」 で あ る 。  

 

３ ． し か し 実 際 に は 、 住 民 自 治 は 十 分 に 尊 重 さ れ て こ な か っ た 。  

 

３ － １  理 由 の 第 一 。 昭 和 30 年 以 降 の 市 町 村 大 合 併 か ら 、 行 政 が 大 き く な り あ

た か も 自 治 の 主 人 公 の よ う に 成 長 し て き た こ と が あ る 。 自 治 の 主 体 は 行 政 だ と い

う よ う な 考 え 方 も 生 じ た 。 地 域 の 自 立 的 な 住 民 組 織 は 、 行 政 の 末 端 組 織 と な っ て

し ま っ た 。 種 々 の 法 律 の 制 定 で 地 方 公 共 団 体 の 権 限 が 大 き く な っ た こ と も こ の 状

況 を 助 長 し た 。  



 

 

３ － １ － ２  現 在 も こ の 傾 向 は 強 ま っ て い る 。 公 務 員 の 自 治 体 経 営 の 能 力 が 高 ま

り 、 Ｎ Ｐ Ｍ な ど 行 財 政 管 理 技 術 が よ り 専 門 性 を 高 め て い る 。 そ の た め に 、 行 政 は

ま す ま す 、 市 民 を 統 治 す る 対 象 、 支 配 す る 対 象 、 管 理 す る 対 象 と す る 傾 向 が 強 ま

る （ ほ お っ て お け ば ）。  

 

３ － １ － ３  こ の 結 果 、 み ん な の た め に 働 く 「 公 」 と い う の は 、 官 に 、 公 務 員 に

独 占 さ れ る よ う に な っ て き た 。 昔 は 家 族 と 地 域 が 担 っ て い た 様 々 な 「 公 的 仕 事 」

を 行 政 に 委 ね 、税 金 で 賄 う こ と が 必 要 に な り 、（ 家 族 の 力 と 地 域 の 弱 体 化 の た め に ）

そ れ を 当 然 と す る 考 え 方 が 広 が っ て い っ た 。例 え ば 、道 の 管 理 、ゴ ミ 処 理 、育 児 、

介 護 、 火 の 用 心 の 夜 回 り 、 な ど 。 こ の こ と は 社 会 組 織 の 発 展 と 言 う 側 面 も あ り 、

当 然 の 社 会 的 動 き だ と も 言 え る 。  

 

３ － １ － ４  し か し 、 結 果 と し て 住 民 無 視 の 「 縦 割 り 行 政 」 が は び こ る こ と と な

っ た こ と も 、 官 僚 化 、 あ る い は 行 政 責 任 の 拡 大 の デ メ リ ッ ト で あ る 。 住 民 は 自 ら

の こ と だ け を 主 張 す る 「 私 民 」 と な り 、 地 域 の 政 治 的 な 主 人 公 と し て 、 み ん な と

協 力 し て 地 域 の 問 題 を 解 決 す る こ と に 協 力 す る 人 が 少 な く な っ て い る 。  

３ － ２  理 由 の 第 二 。 地 方 自 治 法 に も 問 題 が あ る 。 現 在 の 改 正 自 治 法 も 、 そ の 大

部 分（ 多 分 7 割 ぐ ら い ）は 明 治 21 年 の 「 市 制 町 村 制 」（ 山 県 有 朋 が つ く っ た ） の

規 定 を そ の ま ま 引 き 継 い だ も の だ 。明 治 21 年 と は 、明 治 23 年 に 大 日 本 帝 国 議 会

が 開 設 さ れ る 前 で 、 し た が っ て 天 皇 の 命 令 で あ る 勅 令 に よ っ て い る 。 つ ま り 民 主

的 に 、 議 会 で 制 定 さ れ た も の で は な い 。 そ の 後 の 改 正 は 議 会 審 議 に か か っ て い る

が 。  

 

３ － ２ － ２  た と え ば 「 住 民 」 の 定 義 で あ る 。  

市 制 第 6 条  凡 市 内 ニ 住 居 ヲ 占 ム ル 者 は 総 テ ソ ノ 市 住 民 ト ス  

凡 テ 市 住 民 タ ル 者 ハ 此 ノ 法 律 ニ 従 ヒ 公 共 ノ 営 造 物 並 ビ ニ 市 有 財 産 ヲ 共 用 ス ル ノ 権

利 ヲ 有 シ 及 ビ 市 ノ 負 担 ヲ 分 任 ス ル ノ 義 務 ヲ 有 ス ル モ ノ ト ス  

 

地 方 自 治 法 第 10 条 （ 昭 和 18 年 一 部 改 正 ）  

 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は 、 当 該 市 町 村 及 び こ れ を 包 括 す る 都 道 府 県

の 住 民 と す る 。  

  



 

 

 

こ の よ う に 住 民 の 定 義 は 、 明 治 以 来 、 地 方 自 治 法 の 上 で は 、 ま っ た く 変 わ っ て

い な い 。し た が っ て 、現 在 の 地 方 自 治 法 に は「 住 民 の 権 利 」「 市 民 の 権 利 」の 規 定

は ほ と ん ど な い 。「 市 民 の 権 利 」と し て の「 住 民 参 加 」、「 市 民 参 画 」、「 情 報 の 公 開 」

「 情 報 の 共 有 」な ど は 影 も 形 も な い 。（ ば ら ば ら の 形 で 、選 挙 権（ 日 本 国 民 た る 住

民 の 権 利 ）、 直 接 請 求 権 （ 同 じ ） な ど が 規 定 さ れ て い る が 。）  

 

３ － ２ － ３  し か し 、 実 際 の 地 方 自 治 体 の あ り 方 を め ぐ っ て は 、 1970 年 代 か ら 、

｢市 民 参 加 ｣の 取 り 組 み が 進 み 、 市 民 運 動 、 住 民 運 動 が 起 き て き た 。 そ し て 2000

年 以 降 は 様 々 な Ｎ Ｐ Ｏ や ボ ラ ン テ ィ ア が 、 地 域 の 自 治 組 織 （ 町 内 会 や 自 治 会 、 区

長 会 な ど ） と な ら ん で 地 域 社 会 の い ろ い ろ な 問 題 に 取 り 組 む よ う に な っ て き て い

る 。 地 域 自 治 組 織 も 行 政 の 下 請 け を 脱 し て 、 福 祉 や 安 全 な ど を つ く る 本 来 の 自 治

へ の 取 り 組 み を 進 め る よ う に な っ て き て い る 。  

 

３ － ２ － ４  自 治 基 本 条 例 を つ く り 運 用 す る と い う こ と は 、 こ の よ う な 市 民 自 身

が 自 治 体 の 主 人 公 に な り 、権 限 を 持 つ 行 政 と 協 働 し な が ら 、地 域 社 会 の ｢公 的 仕 事 ｣

を と も に 担 っ て い く た め の 法 律 的 な 土 台 を つ く る こ と で あ る 。  

 

４ ． な ぜ 基 本 条 例 か 。  

条 例 は 自 治 体 議 会 が つ く る「 自 治 の 法 規 」で あ り 、国 の 法 律 と 並 ぶ 法 律 で あ る 。

た だ 憲 法 や 国 の 法 律 に 違 反 す る こ と は で き な い 。  

 条 例 は 市 民 、 住 民 の 権 利 を 創 設 し た り 、 権 利 を 制 限 し た り 、 義 務 や 負 担 を 課 す

こ と が で き る 。 最 近 で は 京 都 市 の 景 観 条 例 、 大 阪 市 の 路 上 喫 煙 禁 止 条 例 。 東 京 都

の ホ テ ル 税 条 例 、奈 良 県 の 森 林 環 境 税 。生 駒 市 で も「 生 駒 市 法 令 遵 守 推 進 条 例（ い

わ ゆ る 「 口 利 き 条 例 」）」。 ｢生 駒 市 環 境 基 本 条 例 ｣な ど も 。 市 民 の 権 利 に 関 し て は 、

情 報 公 開 条 例 、 行 政 手 続 き 条 例 、 な ど が あ る 。  

 

４ － ２  「 自 治 基 本 条 例 」 は そ れ ら の 多 数 あ る 条 例 の 基 本 と な る 条 例 で あ る 。 生

駒 市 の 全 て の 条 例 や 規 則 が そ れ に し た が っ て 定 め ら れ 、 解 釈 さ れ 、 運 用 さ れ る こ

と が 期 待 さ れ る の が 「 基 本 条 例 」 で あ る 。 特 に 市 民 自 治 、 住 民 自 治 を つ く り 、 本

来 の ま ち の 主 人 公 で あ る 市 民 、 住 民 が そ の 意 思 で 、 市 の 施 策 を コ ン ト ロ ー ル で き

る よ う な 、「 自 治 体 の 憲 法 」 と し て の 条 例 で あ る 。  



 

 

 

４ ― ３  今 あ る 諸 条 例 は 、 そ の 多 く が こ の よ う な 「 市 民 と 行 政 が 共 に 公 的 責 任 を

分 か ち 合 う 」 と 言 う 観 点 か ら 策 定 さ れ て い な い 。 し た が っ て 、 そ の 運 用 に 当 た っ

て は 、 市 民 自 治 と 協 働 の 観 点 か ら 解 釈 さ れ 、 運 用 さ れ な け れ ば な ら な い し 、 必 要

と あ れ ば 、改 正 す る こ と も あ り う る 。繰 り 返 せ ば 、そ う い う 意 味 で も 、「 自 治 基 本

条 例 」 は 「 自 治 体 の 憲 法 」 の よ う な も の で あ る 。  

 

４ － ４  こ の よ う に し て 現 在 の 国 の 憲 法 で 定 め る 「 地 方 自 治 の 本 旨 」 を 、 す な わ

ち ｢団 体 自 治 ｣と 「 住 民 自 治 の 保 障 」 と い う 理 念 を 、 地 方 自 治 法 を 補 完 し な が ら 、

こ の 生 駒 市 で 具 体 的 に 実 現 し て い く こ と に な る 。  

 

お わ り に   

そ し て 、 志 あ る 住 民 が 、 ｢私 民 ｣か ら 「 市 民 」 に な っ て い く こ と を 助 け る 、 自 立

的 な 地 域 立 法 で も あ る 。  



 

 

プ ロ フ ィ ー ル  

 【 基 調 講 演 】  

  澤 井
さ わ い

 勝
まさる

氏  生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 副 委 員 長 （ 調 査 部 会 長 ）  

枚 方 市 総 合 計 画 審 議 会 会 長 、大 和 郡 山 市 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 員 会 委 員 長 、

奈 良 市 Ｎ Ｐ Ｏ ボ ラ ン テ ィ ア と の 協 働 検 討 委 員 会 委 員 長 、 日 本 財 政 学 会 会 員 、

日 本 地 方 財 政 学 会 会 員 等  

奈 良 女 子 大 学 名 誉 教 授  
  

 【 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 】  

 （ パ ネ リ ス ト ）  

山 下
や ま し た

 真
まこと

氏  生 駒 市 長  
平 成 4 年 3 月 東 京 大 学 文 学 部 フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 文 学 科 卒 業 、平 成 4 年 4 月

朝 日 新 聞 社 入 社 、 同 年 12 月 同 社 退 社 、 平 成 6 年 4 月 京 都 大 学 法 学 部 3 年 次

編 入 学 、 平 成 10 年 3 月 同 学 部 卒 業 、 平 成 10 年 4 月 司 法 修 習 生 （ 52 期 ） 、

平 成 12 年 4 月 弁 護 士 登 録 （ 大 阪 弁 護 士 会 ） 、 平 成 18 年 2 月 生 駒 市 長 就 任  
  

橋 本
は し も と

 亨
とおる

氏   生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 （ 広 報 広 聴 部 会 ）  

    生 駒 市 物 価 及 び 消 費 者 保 護 対 策 協 議 会 委 員 、 生 駒 市 地 域 安 全 推 進 委 員 、 奈 良

産 業 大 学 情 報 学 部 非 常 勤 講 師  
 

  日 髙
ひ だ か

 容 子
よ う こ

氏   生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 （ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 部 会 ）  

    元 奈 良 県 Ｐ Ｔ Ａ 協 議 会 会 長 、 奈 良 県 家 庭 教 育 支 援 講 師 、 奈 良 県 青 少 年 指 導 員

連 絡 協 議 会 副 会 長 、 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 奈 良 県 国 際 交 流 振 興 会 副 理 事 長 、 い こ ま ど ん

ど こ ま つ り 実 行 委 員 会 専 門 委 員 会 委 員 長  
 

  入 口
い り ぐ ち

 嘉
よ し

憲
の り

氏   生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 （ 調 査 部 会 ）  

北 大 和 自 治 会 連 絡 協 議 会 会 長  

生 駒 市 地 域 ぐ る み の 児 童 生 徒 健 全 育 成 推 進 協 議 会 上 中 学 校 区 代 表  

国 土 交 通 大 学 非 常 勤 講 師  
 

 （ コ ー デ ィ ネ ー タ ー ）  

  中 川
な か が わ

 幾 郎
い く お

氏   生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 長 （ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 部 会 長 ）  

    日 本 文 化 政 策 学 会 会 長 、 奈 良 県 文 化 懇 談 会 座 長 、 神 戸 市 地 域 づ く り 推 進 委 員

会 委 員 長 、 宝 塚 市 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 審 議 会 会 長 、 西 脇 市 総 合 計 画 審 議 会 会

長 、 総 務 省 人 事 政 策 ア ド バ イ ザ ー 等  

    帝 塚 山 大 学 大 学 院 法 政 策 研 究 科 教 授  
 

（ コ メ ン テ ー タ ー ）  

澤 井
さ わ い

 勝
まさる

氏    生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 副 委 員 長 （ 調 査 部 会 長 ）  

 上 記 基 調 講 演 欄 参 照  
                    

野 口
の ぐ ち

 晴
は る

利
と し

氏  生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 委 員 （ 広 報 広 聴 部 会 長 ）  

 中 国 江 蘇 省 淮 安
こうそしょうふぁいあん

市
し

「 投 資 と 経 済 」 顧 問 、 KCN 番 組 審 査 会 委 員 長 、  い こ ま ど

ん ど こ ま つ り 実 行 委 員 会 理 事 、 NPO 法 人 あ ぐ り 理 事 長  

   帝 塚 山 大 学 心 理 福 祉 学 部 教 授  



 

 

ｍ ｅ ｍ ｏ  

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  


